
令和６年度
介護報酬改定説明会

令和６年４月２５日（木） 秦野市高齢介護課
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令和６年度介護報酬改定の概要
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全サービス共通事項

•人員配置基準における両立支援への配慮

•管理者の責務及び兼務範囲の明確化等

•いわゆるローカルルールについて

•「書面掲示」規制の見直し
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人員配置基準における両立支援への配慮(1)

•介護現場において、治療と仕事の両立が可能となる環境整備を
進め、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、各サービス
の人員配置基準や報酬算定について、以下の見直しを行う。
①「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法等による
育児・介護等の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、「治療
と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務
制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」と
して扱うことを認める。
②「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が「治療と仕事の両立
ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用
する場合、週30時間以上の勤務で常勤換算での計算上も１（常
勤）と扱うことを認める。
【通知改正】
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人員配置基準における両立支援への配慮(2)
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管理者の責務及び兼務範囲の明確化等
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•提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所
を効率的に運営する観点から、管理者の責務について、利用者
へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握
しながら、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を行うこと
である旨を明確化した上で、管理者が兼務できる事業所の範囲
について、管理者がその責務を果たせる場合には、同一敷地内
における他の事業所、施設等ではなくても差し支えない旨を明
確化する。

【省令改正】【通知改正】



いわゆるローカルルールについて

•都道府県及び市町村に対して、人員配置基
準に係るいわゆるローカルルールについて、
あくまでも厚生労働省令に従う範囲内で地
域の実情に応じた内容とする必要があるこ
と、事業者から説明を求められた場合には
当該地域における当該ルールの必要性を説
明できるようにすること等を求める。
【Q&A発出】

7



「書面掲示」規制の見直し

•運営基準省令上、事業所の運営規程の概要等の重要事項
等については、原則として事業所内での「書面掲示」を
求めている一方、備え付けの書面（紙ファイル等）又は
電磁的記録の供覧により、書面による壁面等への掲示を
代替できる規定になっているところ、「書面掲示」に加
え、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、介
護サービス事業者は、原則として重要事項等の情報を
ウェブサイト（法人のホームページ等又は情報公表シス
テム上）に掲載・公表しなければならないこととする。
【省令改正】【告示改正】【通知改正】

•（※令和７年度から義務付け）
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居宅介護支援・介護予防支援

•居宅介護支援基本報酬
•居宅介護支援における特定事業所加算の見直し
•居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援を
行う場合の取扱い（予防のみ）

•他のサービス事業所との連携によるモニタリング★
•入院時情報連携加算の見直し
•通院時情報連携加算の見直し
•ターミナルケアマネジメント加算等の見直し
•業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入★
•高齢者虐待防止の推進★
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居宅介護支援・介護予防支援

•身体的拘束等の適正化の推進★
•ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の明確化
•テレワークの取扱い★
•公正中立性の確保のための取組の見直し
•介護支援専門員１人当たりの取扱件数（報酬）
•介護支援専門員１人当たりの取扱件数（基準）
•同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント
•特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地
域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化★

•特別地域加算の対象地域の見直し★
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その他

• 介護保険制度は、改正や新しい解釈が出る
ことが大変多い制度です。
•今後変更も予想されるため、常に最新情報
を入手するようにしてください。

【厚生労働省HP 介護保険最新情報】
↑「SHIFT」を押しながらクリック！
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html

